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ながの空き家博士 助手 秘書
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管理不全が原因で、損害賠償を請求された場合の試算
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北信支部
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  Q 認知症対策として「家族信託」があるとききましたが、どういう仕組み？ 

 
A 「信託」とは、自分の大切な財産を信頼できる人に託し、大切な人あるいは自分のために 

管理・運用してもらう制度のことです。 

誰のために？どういう目的で？ということを自分で決めて託すというのが「信託」の特徴です。

子どもなどに託す「家族信託」では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。認知症

になってからでは手続きが出来ないので、元気なうちに信託を進めるよう弁護士や司法書士な

どの専門家に相談してみましょう。 

 

Q おばあちゃんが認知症で施設に入所し、家が空き家になりました。 

施設の費用もかかるので、家を売りたいのですがどうしたらいい？ 

A 近年、認知症になり施設入所することで空き家になるケースが増えています。認知症で 

判断能力がなくなると、不動産の売買契約ができなくなるので、住宅の売却ができません。 

住宅を売却するには、家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらう必要があります。 

なお、成年後見人等が本人に代わって住宅等を売却する場合は、売却の必要性や 

看護の状況等を判断材料として家庭裁判所の許可が必要となります。 

成年後見人制度については、弁護士や司法書士、長野市成年後見支援センターにご相談ください。 

🏠長野市成年後見支援センター  TEL026-225-0153 
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《制度イメージ》 

空き家となった被相続人（亡くなった方）のお住まいを相続した方が、耐震補強した家屋もしくは取壊しをした後の  

敷地を譲渡した場合（買主が一括工事を行う場合も対象）に、譲渡所得（売却して得た利益）の金額から3,000万円

が特別控除されます。特別措置の期間は、令和9年12月31日までです。 

申告の際には、市町村が発行した確認書が必要になります。確認書は、建築指導課空き家対策室で交付します

のでご相談ください。また、申告についての詳細は、お住いの地区の税務署にお問い合わせください。 

※相続から3年以内に売買した場合等、諸条件がありますので詳しくはお問い合わせください。 

🏠長野市建築指導課空き家対策室  TEL  026-224-8901 
 

空き家の譲渡所得の特別控除～3,000 万円控除～ 



 

A 一般的に、住宅の敷地は住宅用地の特例が適用されているため、固定資産税額等が 

軽減されています。住宅を壊すと建物の課税はなくなりますが、土地については特例対象外と

なるため税額が上昇します。また、空き家を管理しないまま放置して、「管理不全空家等」や

「特定空家等」として市から勧告を受けた場合も、住宅用地特例の適用対象外となり、土地の

税額は上昇します。 

A 人生の中で家を売るという経験をしない方が大半です。そのため、家を売りたいと思ってもどうしていいのか分から

ない方が多いと思います。まずは、ご近所の方に売却を持ちかけてみてはどうでしょう。その次に不動産の専門家や 

空き家バンクに相談してみることをお勧めします。     

移住・定住相談デスクでは、空き家バンクへの登録を受け付けています。空き家バンクに登録すると、改修費用、

家財道具等の処分費用の一部を補助する制度もあります。お気軽にお問い合わせください。 

その他、空き家に関して困りごとがある場合には、建築指導課空き家対策室

にご相談ください。まずは、相談することから始めてみましょう。 

🏠長野県宅地建物取引業協会長野支部    TEL 026-228-2130  
🏠長野市移住推進課移住・定住相談デスク  TEL 026-224-7721 

🏠長野市建築指導課空き家対策室       TEL 026-224-8901 

 

遺言書とは亡くなった人が、相続財産の分配等につき、自分の意思を書面にしたものです。 

遺言書の種類としては、 

(1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 (3)秘密証書遺言 があります。 

(1)の自筆証書遺言は、一番手軽に作成できるもので、日付と戸籍上のフルネーム、印鑑（実印が望ましい）が 

あれば形式は自由です。自筆で書かなければなりませんが、目録はパソコンなどで作成しても構いません。 

申請手数料を支払えば、法務局で保管してくれる制度もできました。この制度を利用すると、偽造・紛失の恐れ

がなくなるほか、家庭裁判所の検認が不要となります。 

           

法務局 自筆証書遺言書保管制度についてはこちら 

           

(2)、(3)に関しては、公証人に作成を依頼する必要があります。 

大切な家を困った空き家にしないためにも、自分の思いを託してみてはいかがでしょうか？ 

 

 ～遺言書のはなし～ 

空き家に関する Q＆A 

 空き家はきちんと管理することが重要です。管理できない場合は売却や 

解体について早めに専門家に相談しましょう。 

 

Q 古い空き家を壊したいのですが、壊すと税金が上がってしまうって本当？ 

 

Q 空き家を売りたいのだけれど、どこに相談したらいいの？ 

 

🏠住宅用地の特例について…長野市資産税課  TEL 026-224-7076 

🏠空家法の措置については…長野市建築指導課空き家対策室 TEL 026-224-8901 

 

住宅用地としての特定率

都市計画税
(市街地に限る）

200㎡以下の部分 ６分の１ ３分の１
200㎡を超える部分 ３分の１ ３分の２

固定資産税


